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◆◆◆◆65歳、さらに歳、さらに歳、さらに歳、さらに70歳までの雇用が想定されている歳までの雇用が想定されている歳までの雇用が想定されている歳までの雇用が想定されている

平成25年4月より、厚生年金の支給開始年齢が段階

的に引き上げられることに伴う措置として、高年齢

者の雇用継続を促す「改正高年齢者雇用安定法」が

施行されました。

制度」に関する調査結果を発表し、心身の病気で会

社の休職制度を利用した人のうち、約４割が後に退

職していることがわかった。特に心の病（うつ病な

ど）については、再発する人が多い職場ほど退職率

が高かった。

●国保の運営移管は５年以内を検討社会保障会議（7

月26日）
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政府の社会保障制度改革国民会議が８月上旬にま

とめる予定の最終報告書の骨子案が明らかになり、

国民健康保険の運営を「市町村」から「都道府県」

へ移管することを明記することがわかった。一定の

準備期間が必要となるため、移管時期は2017年度か

８月１日より変更される雇用保険の基本手当日８月１日より変更される雇用保険の基本手当日８月１日より変更される雇用保険の基本手当日８月１日より変更される雇用保険の基本手当日

額等額等額等額等

◆賃金日額・基本手当日額の変更◆賃金日額・基本手当日額の変更◆賃金日額・基本手当日額の変更◆賃金日額・基本手当日額の変更

厚生労働省発表の「毎月勤労統計」の平均定期給与

額の増減により毎年８月１日に見直される雇用保険の

賃金日額の上限額・下限額が、2012年度の平均定期給

与額が前年比で約0.5％減少したことから、いずれも若
施行されました。

今回の改正では65歳までの雇用継続が想定されて

おり、継続雇用制度を作成するにあたっては、原則、

希望者全員を再雇用する制度とする必要があります

（一部例外と経過措置が設けられています）。

さらに、政府はすでに、「70歳まで働ける企業」の

普及・促進も進めており、70歳までの雇用継続も視

野に入っています。

◆中高年社員に関する取組み◆中高年社員に関する取組み◆中高年社員に関する取組み◆中高年社員に関する取組み

中高年社員の増加を見据えて、東京都では、「中

高年勤労者福祉推進員（ライフプランアドバイ

ザー）養成講座」を開講するとのことです。この講

座は、中小企業事業主や人事担当者などを対象に、

社員の退職後のライフプランについて助言できる人

材を養成することが目的で、「税金」「年金」「法

律」「キャリア開発」「介護」「メンタルヘルス」

などの講習を修了した人に、東京都知事名の修了証

2017

2018年度で調整する。

８８８８月月月月の税務と労務の手続［提出先・納付先］の税務と労務の手続［提出先・納付先］の税務と労務の手続［提出先・納付先］の税務と労務の手続［提出先・納付先］

12日

○源泉徴収税額・住民税特別徴収税額の納付［郵便

局または銀行］

○雇用保険被保険者資格取得届の提出＜前月以降に

採用した労働者がいる場合＞［公共職業安定所］

○労働保険一括有期事業開始届の提出＜前月以降に

一括有期事業を開始している場合＞［労働基準監督

署］

9月2日

○個人事業税の納付＜第1期分＞［郵便局または銀

行］

干の引下げとなりました。

これにより賃金日額に基づいて算定される基本手当

日額の支給額も減額となる場合があり、対象となる方

には2013年８月２日以降の認定日に返却される受給者

資格者証に印字して通知されます。

なお、変更後の基本手当日額は、全年齢の下限額が

1,848円です。上限額は、29歳以下は6,405円、30～44

歳は7,115円、45～59歳は7,830円、60～64歳は6,723円

です。さらに、基本手当日額以外にも、今回の変更に

伴い、下記の雇用保険給付について支給額等の変更が

生じます。

●保険料引上げで3,104億円の黒字 協会けんぽ（7月

10日）
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全国健康保険協会（協会けんぽ）は、2012年度決算

が3,104億円の黒字になったと発表した。保険料率を３

年連続で引き上げたことによる影響。

などの講習を修了した人に、東京都知事名の修了証

書が授与されるとのことです。
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こうした認定までは受けなくても、自社の中高年

社員に向けて、これからのライフプランについての

社内研修を開いたり、退職を控えた社員に退職後の

社会保険や年金等の手続きをまとめた小冊子を配付

したりするなどの対応を行う企業は、年々増えてき

ているようです。

これから高齢期・退職期にある社員に対する情報

提供は、より重要性を増していくことでしょう。

トラブルの多い社員が定年退職後の再雇用を求めて

くるケースも多いようです。こうした情報提供は、

離職・退職時のトラブル防止にも役立ちますので、

規程等の整備と併せてぜひ活用されることをお勧め

いたします。

行］

○健保・厚年保険料の納付［郵便局または銀行］

○外国人雇用状況報告（雇用保険の被保険者でない

場合）＜雇入れ・離職の翌月末日＞［公共職業安定

所］

当事務所より一言当事務所より一言当事務所より一言当事務所より一言

高年齢者への雇用継続、退職後の配慮等が求めら

れています。大企業は整備が比較的できているよう

ですが、中高年社員を多く抱える、歴史の長い中小

企業は、まだ整っていない部分も見受けられます。

高年齢者の人事管理は、若手世代の今後にも影響

を与えます。コンプライアンスかつ、企業の実情に

合った体制づくりが肝要になるでしょう。

年連続で引き上げたことによる影響。

ただ、同協会では、保険料率を現在の10％のまま据

え置いた場合は再び赤字に転落すると試算している。

●「育児休業給付」の引上げを検討（7月17日）

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

田村厚生労働大臣は、「育児休業給付」について支

給額を引き上げる考えを示した。現在は休業前の賃金

の５割が子供の１歳の誕生日までに支給されるが、こ

れを６割程度に引き上げる見通し。今後、労働政策

審議会の雇用保険部会で詳細を詰め、2014年の通常国

会への雇用保険法改正案提出を目指すとしている。

●休職制度利用者の約４割が後に退職（7月13日）
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独立行政法人労働政策研究・研修機構は、「休職


